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内国歳入庁（IRD）は、香港公認会計士協会（HKICPA）との2018年の年次

会議において、以下の見解を示しました。

(i) 適格航空機リース事業者及び適格航空機リースマネジメント会社が

8.25％の軽減税率の適用を希望する場合、その事業の一部を海外

の会社に委託することができなくなる可能性があります。

(ii) 仮想通貨やデジタルトークンの取引は、一般的に、非居住者ファンド

向けの優遇税制における「特定取引」とは認められません。ただし、特

定のイニシャル・コイン・オファリング（ICO）契約に基づくデジタルトーク

ンが「株式」・「社債」・「集団投資スキーム持分」などに該当する場合に

は、例外が定められています。

このタックス･アラートでは上記の論点について説明しております。IRDがこ

の会議で示した見解について疑問をお持ちの場合、または事業運営への影

響に関してご相談を希望される場合、貴社を担当する税務専門家にご連絡

ください。

適格航空機リース事業者、適格航空機リースマネジ
メント事業者および非居住者ファンドに対する優遇税
制の運用に関する問題
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論評

上記のIRDの回答は、やや詳細を欠くものとなっていま

す。 「香港における実質的活動要件」を満たすか否か

に関して考慮すべき活動は、適格航空機リース事業者

または適格航空機リースマネジメント事業者自身が香

港で行う活動であり、委託した外注のサービスプロバイ

ダーが海外で行う活動ではありません。

適格航空機リース事業者が一部の活動を海外の航空

機リースマネジメント事業者に委託して香港外で行うも

のの、投資やリースの最終的な決定を香港に行うケー

スなどがこれに該当します。

同様に、適格航空機リースマネジメント事業者が、航空

機リースマネジメント業務の一部を海外の航空機リース

マネジメント事業者に委託しているものの、顧客と海外

の航空機リースマネジメント事業者との間での様々な

コーディネーションを香港で行うケースもこれに該当し

ます。

現状、適格航空機リース事業者や適格航空機リースマ

ネジメント事業者の「香港における実質的活動要件」に

ついての数値基準は定められていませんが、上記の

ケースにおける適格航空機リース事業者や適格航空機

リースマネジメント事業者は、IRD長官が今後定める数

値基準を満たす可能性があると考えられます。

適格航空機リース事業者または適格航空機リースマネ

ジメント事業者が将来この数値基準を満たしたとしても

上記のケースで優遇税制を適用できないとなれば、合

理的ではないと考えられます。

上記のケースにおいて、海外のサービスプロバイダー

に委託した一部の業務が香港外で行われるだけで優

遇税制に適用できなくなるのは不合理だと思われます。

適格航空機リース事業者および適格航空
機リースマネジメント事業者

最近導入された、適格航空機リース事業者および適格航
空機リースマネジメント事業者向けの優遇税制に基づく
8.25％の軽減税率を適用するにあたっては、一定の条件

を満たす必要があります。

これらの事業者は適格利益を生み出すための事業活動に
ついて、以下の要件（香港における実質的活動要件）のう
ちいずれか１つを満たす必要があります。

(i) これらの事業者自身が香港で当該事業活動を行って
いる

(ii) 香港で当該事業活動がなされるよう、これらの事業
者がアレンジしている

HKICPAが提起した質問

香港では、特定の海外航空機リース市場における航空機

リースマネジメントの専門知識がまだ確立されていないこ

とから、HKICPAは、この「香港における実質的活動要件」

について会議で以下の質問をしました。

► 香港の適格航空機リース事業者について、借手の募

集、リース条件の交渉、航空機の取得・売却などのリー

スマネジメント業務を海外に委託する一方、リース事業

者が投資やリースの最終的な決定を香港で行う場合、

当該リース事業者が「香港における実質的活動要件」

を満たすか否か

► 香港の適格航空機リースマネジメント事業者について、

航空機リースマネジメント業務の一部を海外に委託し、

委託された海外の航空機リースマネジメント会社が香

港外で業務を行う場合、当該香港の航空機リースマネ

ジメント事業者が「香港における実質的活動要件」を満

たすか否か

IRDによる返答

IRDの回答によれば、適格航空機リース事業者または適

格航空機リースマネジメント事業者が委託した活動を外注

のサービスプロバイダーが海外で行う場合、当該事業者

は「香港における実質的活動要件」を満たさず、関連する

利益は優遇税制の対象となりません。

IRDは、内国歳入法（IRO）のセクション26ABに基づき、

IRD長官（CIR）が適格航空機リース事業者または適格航

空機リースマネジメント事業者に対する「香港における実

質的活動要件」の数値基準を定める権限を有していると

補足しました。

その数値基準には、以下のような指標が用いられる可能

性があります。

(a) 適格活動を遂行するために必要な資格を有する香
港の常勤従業員の人数

(b) 適格活動の遂行にあたって香港で発生した営業支
出の金額
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IRDは、「株式」・「社債」・「集団投資スキーム持分」が、

「有価証券」の定義に該当すると述べました。このため、

上記のような特徴を有する仮想通貨取引は、IROのセ

クション20ACにおける特定取引として取り扱われる可

能性があります。

仮想通貨取引が特定取引として取り扱われず免税と

ならない場合には、関連する利益の源泉地がどこであ

るかを判断するにあたり「納税者が当該利益を得るた

めに何を行ったか、またそれをどこで行ったか」という

基本原則を適用するとIRDは述べました。

この基本原則に基づき、「売買契約の効力が発生した

場所」という源泉地に関するルールが仮想商品として

の仮想通貨売買に適用される場合、IRDは、関連する

契約の効力発生場所の判断にあたり、契約の締結場

所だけではなく、契約の交渉・締結・履行に至る全ての

ステップがどこでなされているかを考慮に入れると述

べました。

上記の事項に関しては複雑な論点が生じるため、IRD
が会議で示した見解について疑問をお持ちの場合、ま

たは事業運営への影響に関してご相談を希望される

場合、貴社を担当する税務専門家にご連絡ください。

非居住者ファンドによる仮想通貨取引

IROのセクション20ACでは、個人・企業・パートナーシップ・

信託など全ての非居住者について、特定の条件を満たし、

かつ、香港での活動が「特定取引」やその付随取引に限定

されている場合、香港の事業所得税が免除されると規定さ

れています。

具体的には、以下の6つの取引が特定取引に該当すると

定められています。

(i) 有価証券取引

(ii) 先物取引

(iii) 為替予約取引

(iv) 貸金業以外の預金から生ずる取引

(v) 外貨取引

(vi) 上場商品取引

HKICPAが提起した質問

HKICPAは、仮想通貨取引が上記6つの特定取引のいず

れかに該当するか、IRDに質問しました。

IRDによる返答

IRDは、仮想通貨取引は上記6つの特定取引のいずれにも

該当しないと回答しました。

仮想通貨は外国の法定通貨ではないため「外貨」ではない

とIRDは述べました。典型的なイニシャル・コイン・オファリン

グで発行される仮想通貨は通常、香港においては非上場

の仮想商品として取り扱われ、仮想商品自体は定義上の

「証券」には該当しません。

しかし、以下の場合には、イニシャル・コイン・オファリング

で発行/売買されるデジタルトークンは「証券」として取り扱

われる可能性があり、その場合には香港の証券法の対象

となるとIRDは述べました。

► イニシャル・コイン・オファリングで発行されるデジタル

トークンが企業の株式や持分である場合、トークンが

「株式」として取り扱われる可能性があります。例えば、

トークン保有者に配当や残余財産を受け取る権利など、

株主としての権利が付与されているようなケースがこれ

に該当します。

► デジタルトークンの発行者が負債を負うために使用され

る場合には、トークンが「社債」として取り扱われる可能

性があります。例えば、発行者がトークン保有者に利子

を支払い、トークン保有者に一定時点または償還時に

元本を返済するといったケースがこれに該当します。

► トークン保有者がプロジェクトから得られる収益の分配

に参加することができるよう、プロジェクト投資目的でイ

ニシャル・コイン・オファリングスキームのオペレーターが

トークン収益を一括管理している場合、デジタルトークン

は「集団投資スキーム持分」として取り扱われる可能性

があります。
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